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上 1 【停電時の水の供給について】
　桜坂町町内会

　胆振東部地震の際、北海道全体がブラックアウトしま
した。
　その際、当桜坂町では、停電＝水の供給が止まる。断
水する。との噂が流れました。しかし、夜が明けて町民
の皆様が断水準備をしているさなか、市の担当者が来
られてポンプを速やかに作動させていただき、断水にな
らずにすみました。本当にありがとうございました。
　本題ですが、再度、大きな地震、大雨、洪水等の自然
災害が発生した場合、また、停電になるでしょう。その時
も市の担当者が来られてポンプを稼働させていただけ
るのでしょうか。ライフラインが止まったときも来られるの
でしょうか。
　桜坂町、坂の下のポンプ場の下には大きなタンクがあ
り、他の地域へも供給している。とも聞いています。その
重要な役割を果たしているポンプ場。市の担当者が来
れない災害が発生。との状況を想定して近隣のどなた
かがポンプを稼働させる。との訓練も必要なのではない
でしょうか。
　市として、停電＝人海による稼働マニュアルはあると
思いますが一考してください。

　桜坂町のポンプ場には非常用発電機が備え付けられ
ております。自然災害等により施設が停電した場合に
おいても、自動的に発電機とポンプが運転し、水道水
が町内に送られる仕組みになっております。また、各種
警報装置も備わっており、24時間、施設の異常が通報
される施設になっております。
　市としましては、このような自動化された無人施設にお
いても、地震や停電等が発生した際には必ず目視点検
を実施いたします。また普段から、夜間休日の場合、施
設に異常が発生した際には、近隣に居住している市の
職員が直接、現地へ向かう体制を整えており、地震等
により車での移動が困難な場合でも、徒歩で現地に向
かい対応いたします。
　なお、桜坂町にあるポンプ場の配水地域は当町のみ
となっております。
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